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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けがその全て又は一部につ
いて省略された三相配電線路から、当該避雷装置の取り付けが全て又は一部について省略
された相を含む二相を引き出してなる単相配電線路の全て又は一部の電柱について、前記
避雷装置の取り付けが全て又は一部について省略された相から延長された相の避雷装置の
みを省略する単相配電線路の雷被害防護方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単相配電線路において避雷装置を一相省略しての雷被害防護方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、配電線路における雷被害の多くは、直撃雷や誘導雷により発生する雷過電圧によ
り高圧がいし等の絶縁が破壊されることに因り発生しており、こういった雷被害への対策
として、避雷装置（雷過電圧を抑制して絶縁破壊を回避するＪＥＣ－２０３－１９７８「
避雷器」やＪＥＣ－２１７－１９８４「酸化亜鉛形避雷器」に準拠した避雷器、及び雷過
電圧の抑制を目的とした機材で酸化亜鉛素子に代表される避雷素子を用いたもの）を取り
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付ける方法が従来から採られている。
【０００３】
　また、前記線路の雷被害のうち、雷過電圧の絶縁破壊が二相以上で起こることによって
異相地絡短絡となり、商用周波の続流により高圧電線の断線等の被害を被る場合がある。
一般的に、雷による絶縁破壊を完全に防止するには、全ての電柱の全ての相に前記避雷装
置を取り付ける必要がある（例えば、単相配電線路では二つの相全てに避雷装置を取り付
ける）が、特に単相配電線路においては、当該単相を構成する片側の一相に避雷装置を取
り付けてるのみであっても異相地絡短絡を防止することが出来る場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、三相配電線路であっても、前記単相配電線路の考え方に基づき、定めら
れた二相に避雷装置が取り付けてあれば異相地絡短絡の防止が可能であるとして避雷装置
の取り付けが一相省略されている場合がある。その様に、三相配電線路のうちの一相につ
いて前記避雷装置の取り付けを省略した場合にあっては、単相配電線路は、専ら三相配電
線路からの分岐点を始点として引き出されたものであるため、例えば、三相配電線路のう
ちで避雷装置を省略していない二相から単相配電線路を引き出して、そのうちの一相の避
雷装置を省略すると、三相配電線路の避雷装置を省略した相と、引き出された単相配電線
路の避雷装置を省略した相との絶縁破壊が同時に生じることによって異なる柱を介しての
異相地絡短絡となり、商用周波の続流による被害を被る可能性があった。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、低い雷短絡被害率を維持しつつ、
避雷装置の取り付けを省略し得る単相配電線路の雷被害防護方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する為に為された本発明による単相配電線路の雷被害防護方法は、全て
の電柱について避雷装置が全相取り付けられた三相配電線路から二相を引き出してなる単
相配電線路の、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けを省略する
ことを特徴とする。
【０００７】
　また、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相
配電線路から、前記避雷装置の取り付けが省略された相を含む二相を引き出してなる単相
配電線路については、当該単相配電線路の全ての電柱について前記避雷装置の取り付けが
省略された相から延長された相の避雷装置のみを省略する単相配電線路の雷被害防護方法
を採っても良い。
【０００８】
　更に、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相
配電線路から、前記避雷装置の取り付けが省略された相を除く二相を引き出してなる単相
配電線路については、当該単相配電線路の始点から数えて少なくとも一つ目の電柱におけ
る全ての相、及び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱の
全ての相に前記避雷装置を取り付けると共に、前記単相配電線路における全相に避雷装置
を取り付けた電柱以降の電柱について定められた一相のみの前記避雷装置の取り付けを省
略する単相配電線路の雷被害防護方法を採っても良い。
【発明の効果】
【０００９】
　以上の如く本発明による単相配電線路の雷被害防護方法によれば、三相配電線路におい
て避雷装置の取り付けが一相省略されている場合であっても、当該三相配電線路から引き
出された単相配電線路について、そのうちの一相の避雷装置を省略した際に、三相配電線
路の避雷装置を省略した相と、引き出された単相配電線路の避雷装置を省略した相とで絶
縁破壊が生じることによって異なる柱を介しての異相地絡短絡となる可能性を効果的に低
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減でき、低い雷短絡被害率を維持しつつ、避雷装置の取り付けを省略し得る低コストな単
相配電線路の提供に寄与することとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の実施の形態と共に図面に基づき説
明する。
　図１は、全ての電柱について避雷装置が全相取り付けられた三相配電線路から二相を引
き出してなる単相配電線路であって、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置
の取り付けを省略した単相配電線路の例である。
【００１１】
　図１（イ）は、本発明による雷被害防護方法の第一の実施の形態であり。三相全てに避
雷装置を取り付けた三相配電線路の末端柱から単相配電線路を延長をする例を示した単相
配電線路であり、図１（ロ）は、本発明による雷被害防護方法の第二の実施の形態であり
、三相全てに避雷装置を取り付けた三相配電線路の途中から単相配電線路を分岐延長する
例を示した単相配電線路である。これらの例にあっては、前記三相配電線路の三相全てに
避雷装置を取り付けたことにより、当該三相配電線路と、単相配電線路における避雷装置
の取り付けを省略した相（以下、避雷装置省略相と記す。）とで絶縁破壊が同時に発生す
ることが防止されているので、短絡の雷被害が回避される。
【００１２】
　図２は、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三
相配電線路から、前記避雷装置省略相を含む二相を引き出してなる単相配電線路の、全て
の電柱について前記避雷装置省略相から延長された相の避雷装置のみを省略した単相配電
線路の例である。
【００１３】
　図２（イ）は、本発明による雷被害防護方法の第三の実施の形態であり、全ての電柱に
ついて定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の末端柱から
単相配電線路を延長をする例を示した単相配電線路である。また、図２（ロ）は、本発明
による雷被害防護方法の第四の実施の形態であり、全ての電柱について定められた一相の
みの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の途中から単相配電線路を分岐延長す
る例を示した単相配電線路である。
【００１４】
　更に、図３（イ）は、本発明による雷被害防護方法の第五の実施の形態であり、前記三
相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる末端柱の全ての相に前記避雷装
置を取り付けると共に、当該末端柱から単相配電線路を延長をする例を示した単相配電線
路である。また、図３（ロ）は、本発明による雷被害防護方法の第六の実施の形態であり
、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線
路の途中から分岐延長した単相配電線路であって、前記三相配電線路において前記単相配
電線路の引き出し点となる電柱の全ての相に前記避雷装置を取り付ける例を示した単相配
電線路である。今日では、実務上、前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出
し点となる末端柱の全ての相に前記避雷装置を取り付けるのが一般的である。
【００１５】
　これらの例にあっては、前記三相配電線路における避雷装置省略相を含む二相を引き出
して単相配電線路を構成したことにより、当該三相配電線路の避雷装置省略相から延長さ
れた単相配電線路の避雷装置省略相と、もう一方の避雷装置を取り付けた相とで絶縁破壊
が同時に発生することが防止されているので、短絡の雷被害が回避される。
【００１６】
　図４は、全ての電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三
相配電線路から、前記避雷装置の取り付けが省略された相を除く二相を引き出してなる単
相配電線路の、始点から数えて少なくとも一つ目の電柱における全ての相、及び前記三相
配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱の全ての相に前記避雷装置を
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取り付けると共に、前記単相配電線路における全相に避雷装置を取り付けた電柱以降の電
柱について定められた一相のみの前記避雷装置の取り付けを省略する単相配電線路の例を
示したものである。
【００１７】
　図４（イ）は、本発明による雷被害防護方法の第七の実施の形態であり、全ての電柱に
ついて定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の末端柱から
単相配電線路を延長すると共に、当該単相配電線路の始点から一つ目の電柱における全て
の相、及び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱の全ての
相に前記避雷装置を取り付けた単相配電線路の例を示したものである。また、図４（ロ）
は、本発明による雷被害防護方法の第八の実施の形態であり、全ての電柱について定めら
れた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の末端柱から単相配電線路
を延長すると共に、当該単相配電線路の始点から二つ目までの電柱における全ての相、及
び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱の全ての相に前記
避雷装置を取り付けた単相配電線路の例を示したものである。
【００１８】
　更に、図５（イ）は、本発明による雷被害防護方法の第九の実施の形態であり、全ての
電柱について定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の途中
から分岐延長した単相配電線路であって、当該単相配電線路の始点から一つ目の電柱にお
ける全ての相、及び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱
の全ての相に前記避雷装置を取り付けた単相配電線路の例を示したものである。また、図
５（ロ）は、本発明による雷被害防護方法の第十の実施の形態であり、全ての電柱につい
て定められた一相のみの避雷装置の取り付けが省略された三相配電線路の途中から分岐延
長した単相配電線路であって、当該単相配電線路の始点から二つ目までの電柱における全
ての相、及び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し点となる電柱の全て
の相に前記避雷装置を取り付けた単相配電線路の例を示したものである。
【００１９】
　これらの例にあっては、前記三相配電線路における避雷装置省略相を除く二相を引き出
して単相配電線路を構成してあるが、前記単相配電線路の始点から数えて少なくとも一つ
目の電柱における全ての相、及び前記三相配電線路において前記単相配電線路の引き出し
点となる電柱の全ての相に前記避雷装置を取り付けることで、たとえ、前記三相配電線路
及び単相配電線路に架空地線や通信線用吊架線が架設されていてもそれらを通じて短絡す
る被害率が低減される。
【００２０】
　以下、前記第七の実施の形態乃至第十について、異柱間における地絡短絡について実験
を行うと共に、ＥＭＴＰ解析を用いてこの様な線路形態による単相配電線路の雷被害防護
方法の効果について検討する。
【００２１】
　異柱間の地絡短絡とは、三相配電線路の避雷装置省略相と単相配電線路の避雷装置省略
相とにおいて絶縁破壊が同時に発生し、架空地線や通信線用吊架線を通じて短絡すること
である。ここでの実験では、雷により異柱の異相で絶縁破壊が発生する回路を模擬し、隣
接柱間での異相地絡短絡が継続して被害（ここでは高圧電線５ｍｍの断線）に至る可能性
を検討した。
【００２２】
　その結果、架空地線が施設された配電線路で異柱間での異相地絡が発生した場合、３０
０Ａ程度の短絡電流で短絡が継続し被害が発生する可能性があることが確認できた。一方
、架空地線がない配電線路では、大地を経由した異柱間での異相地絡短絡は発生しないが
、通信線用吊架線が存在するとそれが経路となって短絡が継続し被害に至る可能性がある
ことが確認できた。即ち、配電線の支持物である電柱の大部分には、電話回線や通信線、
ＣＡＴＶ用ケーブルなど様々な通信線類が併架されており、これらが架空地線の無い配電
線でも通信線用吊架線が容易に異柱間の地絡短絡の経路と成り得ることが実験によって確
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【００２３】
　解析による検討ではこの実験結果を考慮して、「架空地線がある場合」と「架空地線が
無く、通信線用吊架線がある場合」の２つの解析回路を対象とし、雷被害防護の効果を定
量的に比較するために、雷短絡被害率により比較検討した。尚、雷短絡被害率は、１回の
配電線直撃雷により異柱間の地絡短絡が発生する確率である。
【００２４】
　以下、解析条件を説明する。
　三相共に避雷装置が取り付けられた三相末端柱から単相延長をする場合の解析環境は以
下の通りである。三相配電線路は支持物（コンクリート柱）と三相の高圧線で構成され、
条件に応じて一線の架空地線もしくは一線の通信線用吊架線が追加される。単相配電線は
、三相配電線路と同様であるが高圧線からなる二相である。
【００２５】
　配電線路の両端は、多導体系線路のサージインピーダンスに相当する整合抵抗で終端し
た。通常、三相配電線路の末端柱には避雷装置が三相ともに取り付けられており、また現
在、日本の電力会社では約４径間置き（支持物５本のうち１本）に三相一組の避雷器が取
り付けられている実績があることから、その様な実情に沿って三相配電線路の末端柱には
避雷器が三相共に取り付けられることとし、当該末端柱を基準に４径間置き（１６０ｍ）
に配電線路全相に避雷器が取り付けられ接地（３０Ωの接地抵抗Ｒａ）する解析回路を設
定した（図６及び図７参照）。
【００２６】
　その他の支持物には避雷装置をそれぞれ一相を省いて取り付けるようにし、異柱間の地
絡短絡が発生するよう三相配電線路と単相配電線路では避雷装置を省く相は異なるように
した。避雷装置の接地としては、雷に対して支持物の埋設部分が接地極となることを考慮
し、この支持物の接地抵抗Ｒｂ（１５０Ω）に接続した。架空地線や通信線用吊架線の接
地は、避雷器がある支持物では避雷器の接地抵抗Ｒａに、避雷装置のある支持物は、支持
物の埋設部分の接地抵抗Ｒｂに、それぞれ接続した。雷撃箇所は、架空地線がある配電線
路では三相配電線路の末端柱の架空地線に、架空地線が無い配電線路では三相配電線路の
末端柱の支持物頂部とした（表１参照）。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
　一方、二相の避雷装置がある三相配電線路の途中から単相配電線路を分岐延長する場合
の解析環境は、ほぼ三相の避雷装置がある三相末端柱から単相延長をする場合と同様であ
るが、配電線路には３ヶ所の終端部それぞれについて多導体系線路のサージインピーダン
スに相当する整合抵抗で終端した（図８参照）。雷撃箇所は、三相配電線路から単相配電
線路が分岐する三相配電線路の支持物頂部とした。
【００２９】
　線路の抵抗やインダクタンスなどの定数は、ＥＭＴＰのＪＭＡＲＴＩセットアップサブ
プログラムを用いて算出した。配電線路に直撃する雷撃電流波形は、図９に示す波尾長７
０μ秒の三角波形とし、配電線路に発生する雷過電圧に影響を与える雷撃電流波頭長およ
び雷撃電流波高値をパラメータ（解析に用いた雷撃電流の波形パラメータを以下の表２に
示す。）として変化させ、雷短絡被害率を下記の如く算出することとした。尚、異柱間の
地絡短絡の発生については、三相配電線路の避雷装置省略相と単相配電線路の避雷装置省
略相で絶縁破壊が同時に発生した場合に短絡が発生すると仮定した（自然消弧の可能性は
考慮していない。）。
【００３０】
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【表２】

【００３１】
　雷短絡被害率の計算方法は以下の通りである。先ず、解析回路ごとに雷撃電流の各波頭
長に対して異柱間の地絡短絡が発生する最小の雷撃電流波高値を求め、雷短絡被害が発生
する雷撃電流波頭長と雷撃電流波高値の関係を求める（図１０参照）。そして、図１０の
関係曲線において、雷短絡被害が生じる閾値を超える側の範囲（図１０の斜線部）につい
て、雷撃電流の波頭長Ｔｆおよび波高値Ｉｐのそれぞれの確率を表２に基づいて求め、積
分すれば、雷短絡被害率Ｐｆを求めることができる（数１参照）。尚、ここでは、雷撃電
流波頭長の対数値の確率密度関数および雷撃電流波高値の対数値の確率密度関数が正規分
布に従い、それぞれ独立であるとして算出する。
【００３２】

【数１】

【００３３】
　上記環境及び条件に基づき解析した結果、図１１の如く単相配電線路における全て電柱
について一定の相の避雷装置を省略すると、架空地線の無い線路の雷短絡被害率は７．５
％、架空地線がある線路のそれは２．６％となり、単相配電線路の最初の支持物と２番目
の支持物で全相に避雷装置を取り付けると、架空地線の有無に関わらず雷短絡被害率は０
．１％までに低減できることがわかる。
【００３４】
　また、図１２の架空地線の無い線路では、単相配電線路全ての１つの相の避雷装置を省
略する場合の雷短絡被害率は１４．４％となり、単相配電線路が接続される三相の支持物
、単相配電線路の最初の支持物および単相配電線路の２番目の支持物の３ヶ所で全相に避
雷装置を取り付けると、雷短絡被害率は１．０％までに低減できることがわかる。
【００３５】
　尚、二相に避雷装置がある三相配電線路の途中から単相線路を分岐延長する場合の解析
では、三相の避雷装置がある三相末端柱から単相延長をする場合の解析結果より、架空地
線が無く、通信線用吊架線がある条件の方、雷短絡被害率が大きいという結果が得られた
ので、被害が起きやすい架空地線が無く、通信線用吊架線がある条件のみを検討すること
とした。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　配電の分野において、低い雷短絡被害率を維持しつつ、避雷装置の取り付けを省略し得
る低コストな単相配電線路の提供に寄与することとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の第一の実施の形態
及び第二の実施の形態を示すモデル図である。
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【図２】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の第三の実施の形態
及び第四の実施の形態を示すモデル図である。
【図３】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の第五の実施の形態
及び第六の実施の形態を示すモデル図である。
【図４】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の第七の実施の形態
及び第八の実施の形態を示すモデル図である。
【図５】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の第九の実施の形態
及び第十の実施の形態を示すモデル図である。
【図６】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の解析回路の一例を
示すモデル図及び等価回路図である。
【図７】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の解析回路の一例を
示すモデル図及び等価回路図である。
【図８】（イ）（ロ）　本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の解析回路の一例を
示すモデル図及び等価回路図である。
【図９】本発明による単相配電線路の雷被害防護方法の解析に用いた配電線路に直撃する
雷撃電流波形の一例を示したグラフである。
【図１０】解析回路における雷撃電流の波頭長と雷撃電流の波高値との関係の一例を示し
たグラフである。
【図１１】三相の避雷装置がある三相末端柱から単相延長をする場合の対策方法別の雷短
絡被害率を示したグラフである。
【図１２】二相の避雷装置がある三相配電線路の途中から単相配電線路を分岐延長する場
合の対策方法別の雷短絡被害率を示したグラフである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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